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第１章 地域環境管理計画策定の基本的考え方 

 

 １ 策定の主旨 

   地域環境管理計画は、川崎市環境影響評価に関する条例（平成１１年川崎市条例第４８

号。以下「条例」という。）第６条の規定を受け、良好な環境の保全及び創造を図るため、

その基本となる指針として策定するものであり、市民生活に係る環境全般を環境の範囲と

し、川崎市環境基本条例及び同条例に基づく環境基本計画並びにその他の環境関連条例と

の整合を図るものである。 

   事業者、市民及び市は、条例及び本地域環境管理計画のもとに、環境影響評価、事後調

査その他の手続きが適切に行われるようそれぞれの立場で、川崎市環境基本計画に定める

地域別環境配慮指針に掲げる地域のめざすべき環境像の実現を図るものである。 

 

 ２ 地域環境管理計画の構成及び役割 

   地域環境管理計画は、その目標として、条例第６条第２項第１号により、「市民の安全で

健康かつ快適な環境を示す望ましい地域環境像」を掲げ、この望ましい地域環境像を実現

するため、環境影響評価、事後調査に係る具体的な環境要素としての「環境影響評価に係

る項目（以下「環境影響評価項目」という｡）を示し、それぞれの評価項目の目安として「地

域別環境保全水準」（条例第６条に規定する「地区別環境保全水準」をいう。以下同じ。）

を示す。さらに、上記の環境影響評価において環境影響評価項目以外に地域環境、地球環

境の保全の見地から配慮を行う項目として「環境配慮項目」を示す。 

   また、条例では市が実施する第１種行為のうち、環境に特に配慮が必要な事業について

は、計画段階から環境配慮を促すため環境配慮計画書の作成が必要とされており、この環

境配慮計画書において配慮すべき環境要素を示す。 

   事業者は、本地域環境管理計画に従い、地域特性、事業特性等を考慮し、必要な環境影

響評価項目等を選択して、環境影響評価等を実施し、地域別環境保全水準を満たすことが

求められる。 

   なお、本地域環境管理計画を踏まえて、環境影響評価等を実施するための技術的な細目

について、別途環境影響評価等技術指針を定めるものである。 

１ 



 

 

第２章 市民の安全で健康かつ快適な環境を示す望ましい地域環境像 

 

 良好な環境の保全及び創造を図るため、市民の安全で健康かつ快適な環境を示す望ましい

地域環境像は、環境基本計画に掲げる全市のめざすべき環境像「環境を守り 自然と調和し

た 活気あふれる 持続可能な市民都市 かわさき」を地域から実現するために策定された

地域別環境配慮指針に基づき、次のとおりとする。 

  なお、環境基本計画では、地域区分について、自然的かつ社会的状況を考慮して、臨海部、

内陸部、丘陵部の３地域に区分しているが、これらの各地域の中においてもその地域特性は

一様ではないことから、さらにきめ細かな地域特性に応じた配慮が必要とされている。 

 

地 域 別 望ましい地域環境像 

臨 海 部 

（川崎区を中心とする地域） 

環境に配慮した都市活動が活気にあふれ、

海に開かれた地域（まち） 

内 陸 部 

幸区、中原区及び高津区を 

中心とする地域 

生活と産業が共生し、水や緑と調和した地

域（まち） 

丘 陵 部 

宮前区、多摩区及び麻生区 

を中心とする地域 

豊かな緑と水を守り育み、自然とのふれあ

いを大切にする丘の地域（まち） 
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臨海部 

内陸部 

丘陵部 

●臨海部● 
環境に配慮した都市活動が活気にあふ
れ、海に開かれた地域（まち） 
◆川崎区を中心とする地域 

●丘陵部● 
豊かな緑と水を守り育み、自然とのふれ
あいを大切にする丘の地域（まち） 
◆宮前区、多摩区及び麻生区を中心とする地域 

●内陸部● 
生活と産業が共生し、水や緑と調和した
地域（まち） 
◆幸区、中原区及び高津区を中心とする地域 

２ 



 

３ 

第３章 環境影響評価項目、地域別環境保全水準及び環境配慮項目 

 １ 環境影響評価項目及び地域別環境保全水準 

  （１） 環境影響評価及び事後調査に係る具体的な環境要素である環境影響評価項目は次のとおりとする。 

  （２） 望ましい地域環境像を実現するため、環境影響評価項目ごとの評価の目安とする地域別環境保全水準は、次のとおりとする。なお、大気質、水質等の各物質

の詳細については、別表１から別表９のとおりとする。また、各項目の具体的な値は別途定める環境影響評価等技術指針に記載する。 

  （３） 臨海部、内陸部及び丘陵部の各地域の範囲は、原則として第２章に示す範囲とするが、これらの各地域の中においてもその地域特性は一様ではないことから、

さらにきめ細かな地域特性を考慮する必要がある。 

 

環境影響評価項目 地域別環境保全水準 

大項目 中項目 小項目 細項目 
環境影響評価項目の内容 

丘陵部 内陸部 臨海部 

環境基準設定物
質 

工場等から排出される物質で、環境
基本法、ダイオキシン類対策特別措
置法等で環境基準が定められている
物質による大気質に係る影響 

環境基準等を超えないこと。かつ、
現状を悪化させないこと。 

同左 
同左 

工業専用地域内においては、
現状を悪化させないこと。 

規制物質 工場等から排出される物質で、大気
汚染防止法、川崎市公害防止等生活
環境の保全に関する条例等に排出基
準等が定められている物質による大
気質に係る影響 

人の健康の保護及び生活環境の保
全の観点からみて必要な水準を超
えないこと。 

同左 同左 

有害大気汚染物
質 

工場等から排出される物質で、大気
汚染防止法に定める有害大気汚染物
質による大気質に係る影響 

人の健康の保護の観点からみて必
要な水準を超えないこと。 

同左 同左 

大気質 大気質 

光化学オキシダ
ント生成原因物
質 

工場等から排出される物質で、光化
学オキシダント生成原因となる非メ
タン炭化水素による大気質に係る影
響 

光化学オキシンダント生成防止の
ための大気中炭化水素濃度を超え
ないこと。 

同左 同左 

悪 臭 悪 臭 悪臭物質、臭気
指数 

悪臭防止法に定められている物質
等、工場等から発生する悪臭に係る
影響 

大部分の地域住民が日常生活にお
いて感知しない程度であること。 

同左 
同左 

工業専用地域内においては、
現状を悪化させないこと。 

大 気 

その他 上記以外の大
気環境要素 

 
上記以外の大気環境要素に係る影響 生活環境の保全に支障のないこと。 同左 同左 

水 水 質 公共用水域、
地下水 

環境基準設定物
質 

工場等からの排水で、環境基本法、
ダイオキシン類対策特別措置法等で
環境基準が定められている物質によ
る公共用水域及び地下水の水質に係
る影響 

環境基準を超えないこと。かつ、現
状を悪化させないこと。 

同左 同左 
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環境影響評価項目 地域別環境保全水準 

大項目 中項目 小項目 細項目 
環境影響評価項目の内容 

丘陵部 内陸部 臨海部 

規制物質 工場等からの排水で、水質汚濁防止
法、川崎公害防止等生活環境の保全
に関する条例等に排水基準等が定め
られている物質による公共用水域及
び地下水の水質に係る影響 

人の健康の保護及び生態系の適切
な保全の観点からみて必要な水準
を超えないこと。 

同左 同左 

要監視物質 工場等からの排水で、要監視項目に
よる公共用水域及び地下水の水質に
係る影響 

人の健康の保護及び生態系の適切
な保全の観点からみて必要な水準
を超えないこと。 

同左 同左 

水温  工場等の稼動に伴う温排水又は冷排
水による公共用水域の水温に係る影
響 

生態系の適切な保全の観点からみ
て必要な水準を超えないこと。 

同左 同左 

底 質 底 質  埋立、浚渫等による公共用水域の底
質に係る影響 

人の健康の保護及び生態系の適切
な保全の観点からみて必要な水準
を超えないこと。 

同左 同左 

水量・流量・
流出量 

河川等 土地の改変、工場等の稼動等に伴う
河川等の水量・流量・流出量に係る
影響 

生活環境の保全に支障のないこと。 同左 同左 

湧水  土地の改変、地下水の揚水等に伴う
湧水の流量及び湧出場所に係る影響

生態系の適切な保全の観点からみ
て必要な水準が確保されているこ
と。 

－ － 

水 象 

潮流 海域 埋立、工場等の稼動等に伴う潮流に
係る影響 － － 

生態系の適切な保全の観点か
らみて必要な水準を超えない
こと。 

その他 上記以外の水
環境要素 

 上記以外の水環境要素に係る影響 
生活環境の保全に支障のないこと。 同左 同左 

土砂流出  土地の改変に伴う土砂流出に係る影
響 

生活環境の保全に支障のないこと。 同左 同左 

崩壊  土地の改変に伴う斜面等の崩壊に係
る影響 

生活環境の保全に支障のないこと。 同左 － 

地形・地質

斜面安定  土地の改変に伴う斜面の安定に係る
影響 

生活環境の保全に支障のないこと。 同左 － 

地下水位  土地の改変、地下水の揚水等に伴う
地下水位の変化に係る影響 

生活環境の保全に支障のないこと。 同左 同左 

地盤沈下  土地の改変、地下水の揚水等に伴う
地盤沈下に係る影響 

地盤沈下を生じさせないこと。 同左 同左 

土 

地 盤 

変状  土地の改変等に伴う地盤の変状に係
る影響 

生活環境の保全に支障のないこと。 同左 同左 
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環境影響評価項目 地域別環境保全水準 

大項目 中項目 小項目 細項目 
環境影響評価項目の内容 

丘陵部 内陸部 臨海部 

環境基準設定物
質 

環境基準を超えないこと。かつ、現
状を悪化させないこと。 

同左 同左 

特定有害物質 人の健康の保護の観点からみて必
要な水準を超えないこと。 

同左 同左 

土壌汚染 土壌汚染 

上記以外の物質

土地の改変等に伴う土壌汚染状況の
変化並びに工場等の稼動等による土
壌に係る影響 

生活環境の保全に支障のないこと。 同左 同左 

植物相 樹林の伐採、土地の改変等に伴う植
物相、群落に係る影響 

適切な保全・回復を図ること。 同左 同左 
植 物 植 物 

注目される種、
群落 

樹林の伐採、土地の改変等に伴う希
少性、学術性等の観点から注目され
る種、群落に係る影響 

適切な保全・回復を図ること。 同左 同左 

動物相 樹林の伐採、土地の改変等に伴う生
息環境の変化による動物相に係る影
響 

適切な保全・回復を図ること。 同左 同左 
動 物 動 物 

注目される種、
生息地 

樹林の伐採、土地の改変等に伴う希
少性、学術性等の観点から注目され
る種、生息地に係る影響 

適切な保全・回復を図ること。 同左 同左 

生 物 

生態系 生態系  樹林の伐採、土地の改変等に伴う生
態系に係る影響 

適切な保全・回復を図ること。 同左 同左 

緑の質 植栽樹木の適合
性、植栽基盤
（質、厚さ） 

植栽予定樹種の適合性及び植生を維
持するための植栽基盤の形質、厚さ
等に係る影響 

緑の適切な回復育成を図ること。 同左 同左 
緑 緑 

緑の量 緑被、緑の構成 樹林の伐採、土地の改変等に伴う、
緑被の状況に係る影響 

緑被を著しく減少させないこと。た
だし、良好な自然環境地域（特別緑
地保全地区、緑の保全地域、緑地保
全協定地等）は保全すること。 

緑の現状を
活かし、か
つ、回復育
成を図るこ
と。 

緑の適切な回復育成を図るこ
と。 

工場等に係る騒
音 

生活環境の保全に支障のないこと。 同左 同左 

道路に係る騒音
環境基準を超えないこと。 同左 

同左 
工業専用地域内においては、
現状を悪化させないこと。 

騒音・振
動・低周
波音 

騒音・振動・
低周波音 

騒 音 

建設工事に係る
騒音 

建設工事、工場等の稼働、車両の走
行、航空機の運行等に伴う騒音に係
る影響 

生活環境の保全に支障のないこと。 同左 
同左 

工業専用地域内においては、
現状を悪化させないこと。 
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環境影響評価項目 地域別環境保全水準 

大項目 中項目 小項目 細項目 
環境影響評価項目の内容 

丘陵部 内陸部 臨海部 

鉄道に係る騒音 生活環境の保全に支障のないこ
と。ただし、線路の増設については
現状の改善を図ること。 

同左 同左 

航空機に係る騒
音 

生活環境の保全に支障のないこと。 同左 同左 

工場等に係る振
動 

生活環境の保全に支障のないこと。 同左 同左 

道路に係る振動
生活環境の保全に支障のないこと。 同左 

同左 
工業専用地域内においては、
現状を悪化させないこと。 

建設工事に係る
振動 生活環境の保全に支障のないこと。 同左 

同左 
工業専用地域内においては、
現状を悪化させないこと。 

振 動 

鉄道に係る振動

建設工事、工場等の稼働、車両の走
行に伴う振動に係る影響 

生活環境の保全に支障のないこと。
ただし、線路の増設については現状
の改善を図ること。 

同左 同左 

低周波音  建設工事、工場等の稼働に伴う低周
波音に係る影響 

生活環境の保全に支障のないこと。 同左 同左 

一般廃棄物  人口の変化、事業活動等に伴い発生
する一般廃棄物に係る影響 

生活環境の保全に支障のないこと。 同左 同左 

産業廃棄物  建設工事、工場等の稼働に伴い発生
する産業廃棄物に係る影響 

生活環境の保全に支障のないこと。 同左 同左 

廃棄物
等 

廃棄物等 

建設発生土  土地の改変に伴う建設発生土に係る
影響 

生活環境の保全に支障のないこと。 同左 同左 

景観  樹林の伐採、土地の改変、建築物・
工作物の建築等が周辺環境に及ぼす
景観の変化に係る影響 

周辺環境と調和を保つこと。又は、
魅力ある都市景観の形成を図るこ
と。 

同左 同左 
景 観 

圧迫感  建築物・工作物の建築等が周辺環境
に及ぼす圧迫感の変化に係る影響 

生活環境の保全に支障のないこと。 同左 
同左 

（工業専用地域内は除く。） 

日照阻害 日照阻害  建築物・工作物の建築等に伴う日照
に係る影響 

住環境に著しい影響を与えないこ
と。 

同左 
同左 

（工業専用地域内は除く。） 

テレビ受信
障害 

テレビ受信障
害 

 建築物・工作物の建築等に伴うテレ
ビ受信に係る影響 

良好な受像画質を維持すること。か
つ、現状を悪化しないこと。 

同左 同左 

構造物
の影響 

風 害 風 害  建築物・工作物の建築等が周辺環境
に及ぼす風環境の変化による影響 

生活環境の保全に支障のないこと。 同左 同左 
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環境影響評価項目 地域別環境保全水準 

大項目 中項目 小項目 細項目 
環境影響評価項目の内容 

丘陵部 内陸部 臨海部 

コミュニティ
施設 

コミュニティ施
設 

 人口の変化に伴う医療機関、福祉施設、
教育施設、集会施設、公園等のコミュニ
ティ施設に係る影響 

生活環境の保全に支障のないこと。 同左 同左 

人と自然と
のふれあい
活動の場 

人と自然との
ふれあい活動
の場 

 土地の改変、建築物・工作物の建築
等に伴う自然とのふれあいの場、公
園等のふれあい活動に係る影響 

生活環境の保全に支障のないこと。 同左 同左 

交通混雑  建設工事の工事用車両及び施設の設
置に伴う関連車両の走行に伴う交通
量・交通流に係る影響 

生活環境の保全に支障のないこと。 同左 同左 

交通安全  建設工事の工事用車両及び施設の設
置に伴う関連車両の走行に伴う交通
量・交通流の変化による交通安全に
係る影響 

生活環境の保全に支障のないこと。 同左 同左 

地域交通 

地域分断  道路、鉄道等の新設等に伴う地域住
民の交通経路等地域分断に係る影響

生活環境の保全に支障のないこと。 同左 同左 

地域社
会 

歴史的文化
的遺産 

歴史的文化的
遺産 

 土地の改変、建築物・工作物の建築
等に伴う文化財等及び埋蔵文化財包
蔵地に係る影響 

価値ある歴史的文化財について周
辺環境を含めて保全を図ること。 

同左 
価値ある歴史的文化財の保全
を図ること。 

安 全 安 全 火災、爆発、
化学物質の漏
洩等 

 工場等の稼働に伴う高圧ガス、危険
物、有害な化学物質等の取り扱い、
事故防止等安全確保等に係る影響 

人の健康の保護及び生態系の適切
な保全の観点からみて必要な事故
防止、安全管理を図ること。 

同左 同左 

温室効
果ガス 

温室効果ガ
ス 

温室効果ガス  工場等の稼働に伴う温室効果ガスの
排出又はエネルギーの使用に係る影
響 

温室効果ガスの排出量又はエネル
ギー使用量の抑制を図ること。 

同左 同左 
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２  環 境 配 慮 項 目  

 

 環境配慮項目は、環境影響評価項目以外で、環境影響評価において地域環境及び地球環境に配慮すべ

き項目として、次のとおりとする。 

 

 

環境配慮項目 内       容 

有害化学物質 
・有害化学物質の使用、保管、処分、排出等に係る漏

洩防止等 

ヒートアイランド現象 

・省エネルギー対策の推進等による人工排熱の低減 

・緑の保全及び緑化の推進、水循環の保全等による人

工被覆物の改善 

電磁波・電磁界 
・人の健康影響が懸念される超低周波の電磁波の漏洩

防止等 

光 害 
・夜間の照明による生活環境及び生態系に影響を及ぼ

すことに対する抑制等 

地
域
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
配
慮
を
行
う
項
目 

地震時等の災害 
・地震等の自然災害時あるいは事故時における災害及

び二次災害 

地球温暖化 
・地球温暖化へ影響する温室効果の原因となる物質の

排出量の抑制等 

オゾン層 
・オゾン層破壊物質の使用量の削減 

・オゾン層破壊物質の排出量の抑制 

酸性雨 ・酸性雨の原因となる物質の排出の抑制等 

資 源 

・資源の有効利用 

・水資源の有効利用 

・省資源 

地
球
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
配
慮
を
行
う
項
目 

エネルギー 
・自然エネルギー、未利用エネルギー等の利用 

・省エネルギー 
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第 ４ 章  環 境 配 慮 計 画 書 に 係 る 環 境 要 素  
 

 市が実施する第１種指定開発行為で、特に環境配慮を必要とする事業（条例施行規則第７条第１項各

号に定める事業）については、できる限り早い段階から環境に配慮する必要から「環境配慮計画書」を

作成することと定められている。この環境配慮計画書を作成するうえで、配慮すべき環境要素は次のと

おりとする。 

 

環境要素 項   目 環境要素 項   目 

 
大 気 大気質 植 物 

 
悪 臭 悪 臭 

 
生 物 

動 物 

水質（水質汚濁） 都市景観 
 
水 

底 質 利用者に優しい公共施設 

 
水 辺 水 辺 歴史的文化的遺産 

水循環 水量・涵養  オープンスペース 

土壌（土壌汚染） 

 
都 市 

アメニティ 

レクリエーション施設 

地 盤 都市気温 都市排熱 

 
土 

地形・地質 温暖化 

化学物質 化学物質 オゾン層破壊 

騒 音 酸性雨 
騒音・振動 

振 動 

 
地球環境 

森 林 

電 波 エネルギー エネルギー 

ビル風 資源・廃棄物 資源・廃棄物 

日 照   

 
構造物影響 

光 害  

樹林地 

農 地 

緑化地 

公園緑地 

 
緑 

その他の緑地 
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地域環境管理計画に定める各物質に係る別表 
 

 

１ 大気質 

 別表１ 環境基準設定物質 

（１）環境基本法に定める環境基準が設定されている物質 

１ 二酸化硫黄 

２ 二酸化窒素 

３ 一酸化炭素 

４ 浮遊粒子状物質 

５ ベンゼン 

６ トリクロロエチレン 

７ テトラクロロエチレン 

８ ジクロロメタン 

（２）ダイオキシン類対策特別措置法に定める物質 

ダイオキシン類 

 

 

 別表２ 規制物質 

 （大気汚染防止法、川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例に排出基準が定められている物質

で環境基準設定物質を除く｡） 

（１）大気汚染防止法の有害物質 

  （大気汚染防止法施行令第 1 条） 

（２） 自動車排出ガス 

  （大気汚染防止法施行令第４条） 

１ カドミウム及びその化合物 

２ 塩素及び塩化水素 

３ 弗素、弗化水素及び弗化珪素 

４ 鉛及びその化合物 

５ 窒素酸化物 

１ 一酸化炭素 

２ 炭化水素 

３ 窒素酸化物 

４ 粒子状物質 

（３）（大気汚染防止法第２条及び同法施行令第２条の２に定める物質） 

１ 一般粉じん 

２ 特定粉じん 

（４）川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例 

ア 炭化水素系物質（排出口からの濃度基準） イ 排煙指定物質 

１ トルエン 

２ キシレン 

３ ホルムアルデヒト 

４ フェノール 

１ カドミウム及びその化合物 

２ 塩素及び塩化水素 

３ 弗素、弗化水素及び弗化珪素 

４ 鉛及びその化合物 

５ アンモニア 

６ シアン化合物 

７ 窒素酸化物 

８ 硫化水素 
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 別表３ 有害大気汚染物質 

 （大気汚染防止法第 2 条第９項に規定する有害大気汚染物質） 

 （平成８年１０月１８日中央環境審議会答申で有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質とし指

定されている物質のうち「優先取組物質」として指定された物質で環境基準設定物質及び規制物質

を除く｡） 

１ アクリロニトリル 

２ アセトアルデヒド 

３ 塩化ビニルモノマー 

４ クロロホルム 

５ クロロメチルメチルエーテル 

６ 酸化エチレン 

７ １，２－ジクロロエタン 

８ 水銀及びその化合物 

９ タルク（アスベスト様繊維を含むもの） 

10 ニッケル化合物 

11 ヒ素及びその化合物 

12 １，３－ブタジエン 

13 ベリリウム及びその化合物 

14 ベンゾ[ａ]ピレン 

15 マンガン及びその化合物 

16 六価クロム化合物 

 

 

２ 悪 臭 

 別表４ 悪臭物質 

  悪臭防止法で規制されている特定悪臭物質 ２２物質 

１ アンモニア 

２ メチルメルカプタン 

３ 硫化水素 

４ 硫化メチル 

５ 二硫化メチル 

６ トリメチルアミン 

７ アセトアルデヒド 

８ プロピオンアルデヒド 

９ ノルマルブチルアルデヒド 

10 イソブチルアルデヒド 

11 ノルマルバレルアルデヒド 

12 イソバレルアルデヒド 

13 イソブタノ一ル 

14 酢酸エチル 

15 メチルイソブチルケトン 

16 トルエン 

17 スチレン 

18 キシレン 

19 プロピオン酸 

20 ノルマル酪酸 

21 ノルマル吉草酸 

22 イソ吉草酸 
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３ 水質 

 別表５ 環境基準設定物質 

 

  （１）環境基本法に定める環境基準が設定されている物質 

ア 人の健康の保護に関する項目（公共用水域及び地下水に係る項目） 

１ カドミウム 

２ 全シアン 

３ 鉛 

４ 六価クロム  

５ 砒素 

６ 総水銀 

７ アルキル水銀 

８ ＰＣＢ 

９ ジクロロメタン 

10 四塩化炭素 

11 １，２－ジクロロエタン 

12 １，１－ジクロロエチレン 

13 シス－１，２－ジクロロエチレン  

14 １，１，１－トリクロロエタン 

15 １，１，２－トリクロロエタン 

16 トリクロロエチレン 

17 テトラクロロエチレン 

18 １，３－ジクロロプロペン 

19  チウラム 

20  シマジン 

21 チオベンカルブ 

22 ベンゼン 

23  セレン 

24  硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 

25  ふっ素 

26  ほう素 

イ 生活環境に係る項目（公共用水域に係る項目） 

（ア）河川に係る項目 （イ）海域に係る項目 

１ 水素イオン濃度 

２ 生物化学的酸素要求量 

３ 浮遊物質量 

４ 溶存酸素量 

５ 大腸菌群数 

６ 全亜鉛 

１ 水素イオン濃度 

２ 化学的酸素要求量 

３ 溶存酸素量 

４ 大腸菌群数 

５ ｎ－ヘキサン抽出物質（油分等） 

６ 全窒素 

７ 全燐  

８ 全亜鉛 

 

  （２）ダイオキシン類対策特別措置法に定める物質 

ダイオキシン類 

 

別表６ 規制物質 

 （水質汚濁防止法及び川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例に排出基準が定められている物

質で環境基準設定物質を除く｡） 

１ 有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチ

オン、メチルジメトン及び EPN に限る。）

２ フェノール類 

３ 銅及びその化合物 

４ 亜鉛及びその化合物 

５ 鉄及びその化合物 

６ マンガン及びその化合物（溶解性のもの限

る。） 

７ クロム及びその化合物 
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 別表７ 要監視物質 

 

 （１）人の健康の保護に関する要監視項目 

   （平成 5 年 3 月 環境庁水質保全局長通知（最新改正平成 11 年 2 月）に定められている要監

視項目で環境基準設定物質及び規制物質を除く｡） 

１ クロロホルム 

２ トランス－１，２－ジクロロエチレン 

３ １，２－ジクロロプロパン 

４ ｐ－ジクロロベンゼン 

５ イソキサチオン 

６ ダイアジノン 

７ フェニトロチオン（ＭＥＰ） 

８ イソプロチオラン 

９ オキシン銅（有機銅） 

10 クロロタロニル（ＴＰＮ） 

11 プロピザミド 

12 ＥＰＮ 

13 ジクロルボス（ＤＤＶＰ） 

14  フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） 

15  イプロベンホス（ＩＢＰ） 

16  クロルニトロフェン（ＣＮＰ） 

17  トルエン 

18  キシレン 

19  フタル酸ジエチルヘキシル 

20  モリブデン 

21  アンチモン 

22   塩化ビニルモノマー 

23   エピクロロヒドリン 

24   １，４－ジオキサン 

25   ウラン 

 

 （２）水生生物の保全に関する要監視項目 

１ クロロホルム 

２ フェノール 

３ ホルムアルデヒド 

 

 

 別表８ ダイオキシン類 

  （ダイオキシン類対策特別措置法に定める物質） 

ダイオキシン類 

 



 

 14 

 

４ 底質 

 別表９ 底質に係る物質 

（１）ダイオキシン類対策特別措置法に定める物質 

ダイオキシン類 

（２）底質の暫定除去基準（昭和 50 年環水管第 119 号環境庁水質保全局長通知）に定められた

物質 

１ 水銀 

２ PCB 

（３）水底土砂に係る判定基準 

（海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第 5 条第 1 項に規定する埋立場所等に排出 

しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める総理府令） 

１ アルキル水銀化合物 

２ 水銀又はその化合物 

３ カドミウム又はその化合物 

４ 鉛又はその化合物 

５ 有機燐化合物 

６ 六価クロム化合物 

７ 砒素又はその化合物 

８ シアン化合物 

９ ＰＣＢ 

10 銅又はその化合物 

11 亜鉛又はその化合物 

12 ふっ化物 

13 トリクロルエチレン 

14 テトラクロルエチレン 

15 ベリリウム又はその化合物 

16 クロム又はその化合物 

17 ニッケル又はその化合物 

18 バナジウム又はその化合物 

19 有機塩素化合物（注） 

20 ジクロロメタン 

21 四塩化炭素 

22 １，２－ジクロロエタン 

23 １，１－ジクロロエチレン 

24 シス－１，２－ジクロロエチレン 

25  １，１，１－トリクロロエタン 

26  １，１，２－トリクロロエタン 

27  １，３－ジクロロプロパン 

28 チウラム 

29 シマジン 

30  チオベンカルブ 

31 ベンゼン 

32 セレン又はその化合物 

33 ダイオキシン類 
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５ 土壌汚染 

 別表 10 土壌汚染に係る物質 

 

（１） 環境基準設定物質 

（１）環境基本法に定める環境基準が設定されている物質 

１ カドミウム 

２ 全シアン 

３ 有機燐 

４ 鉛 

５ 六価クロム 

６ 砒素 

７ 総水銀 

８ アルキル水銀 

９ ＰＣＢ 

10 銅 

11 ジクロロメタン 

12 四塩化炭素 

13 １，２－ジクロロエタン 

14 １，１－ジクロロエチレン  

15  シス－１，２－ジクロロエチレン 

16  １，１，１－トリクロロエタン 

17   １，１，２－トリクロロエタン 

18  トリクロロエチレン 

19   テトラクロロエチレン 

20   １，３－ジクロロプロペン 

21   チウラム 

22   シマジン 

23   チオベンカルブ 

24   ベンゼン 

25   セレン 

26   ふっ素 

27   ほう素  

（２）ダイオキシン類対策特別措置法に定める物質 

ダイオキシン類 

 

  

 （２）特定有害物質  

土壌汚染対策法に定める特定有害物質 

１ カドミウム及びその化合物 

２ 六価クロム化合物 

３ シマジン 

４ シアン化合物 

５ チオベンカルブ 

６ 四塩化炭素 

７ １，２－ジクロロエタン 

８ １，２－ジクロロエチレン 

９ シス－１，２－ジクロロエチレン 

10 １，３－ジクロロプロペン 

11 ジクロロメタン 

12 水銀及びその化合物 

13 セレン及びその化合物 

14 テトラクロロエチレン 

15 チウラム 

16 １，１，１－トリクロロエタン 

17 １，１，２－トリクロロエタン 

18 トリクロロエチレン 

19 鉛及びその化合物 

20 砒素及びその化合物 

21 ふっ素及びその化合物 

22 ベンゼン 

23 ほう素及びその化合物 

24 ＰＣＢ 

25 有機燐化合物 

 

 

 


